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・ 三原コラム（少人数私募債） （三原）  

・ 御社にキーパーソンはいますか？ （関川） 

・ 法人成り （桑原） 

・ 中小企業地域資源活用促進法をご存知ですか？（中小企業診断士岡原)） 

三原三原三原三原コラムコラムコラムコラム（（（（少人数私募債の節税効果）     （三原） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

御社御社御社御社にににに「「「「キーパーソンキーパーソンキーパーソンキーパーソン」」」」はいますかはいますかはいますかはいますか？？？？            （関川）    

 

    

 

 

 

    

 

    

    

    

    

    

    

TREND  NEWS  Vol.TREND  NEWS  Vol.TREND  NEWS  Vol.TREND  NEWS  Vol.〈〈〈〈65656565〉〉〉〉        2007.102007.102007.102007.10        

 

オーナー社長の節税策を分類した場合「税率を下げる」という手法がたくさんあります。代表的なものが退職所得

や一時所得の活用ですが、今回は一つのパターンとして少人数私募債のご紹介をします。 

少人数私募債とは、簡易な社債の一つです。社債とは会社にとって長期借入金と同様のものであり、社債券等を発

行して投資家に販売することで資金を調達するものですが、この少人数私募債は社債券の発行や各種届出などが必

要ない大変シンプルなものです。これを外部の投資家ではなく社長ご自身に購入してもらう形を想定します。要す

るに会社が「社長借入金」として処理しているものを「社債」に置き換えるということです。 

そうすると、社債利息を社長に支払うことが可能です。５～１０％程度の比較的利率が高い条件であれば、社債１

千万円に対して５０万円～１００万円程度の利息支払いになります。この利息は会社としては当然経費（損金）に

なります。受け取る社長側では２０％の源泉所得税の課税ですべてすべてすべてすべて完結完結完結完結します。 

一方、社長の役員報酬はよほど低額でない限り、所得税住民税や社会保険料を入れると２０％を超える諸税の負担

となります。高額な役員報酬であれば５０％になります。したがって、社長の報酬を減額して社債利息にシフトす

ることで実質節税が図れます。（単なる社長借入金に利息を支払っても会社では経費になります。しかし、社長個

人の諸税の負担が大きいので、通常は無利息、もらうなら控除額がある役員報酬で、というのがセオリーです。） 

少人数私募債の本来の意味は節税というよりは「銀行貸し渋り対策としての資金調達手法」ですが、このような「税

率を下げる」節税手法としても魅力的です。 

発行限度は１億円未満。 

ご興味をもたれた場合は弊社スタッフまでご相談ください。 

中小企業白書に面白い記事がありました。「中小企業におけるキーパーソンの実態」について書かれたものでした。 

まず、中小企業白書では「「「「キーパーソンキーパーソンキーパーソンキーパーソン」」」」を「「「「企業企業企業企業においてにおいてにおいてにおいて役職役職役職役職などになどになどになどに関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、企業競争上企業競争上企業競争上企業競争上、、、、他社他社他社他社とのとのとのとの差別化差別化差別化差別化をををを

図図図図るるるる上上上上でもでもでもでも不可欠不可欠不可欠不可欠となるコアとなるとなるコアとなるとなるコアとなるとなるコアとなる業務業務業務業務をををを担担担担うううう、、、、他他他他のののの社員社員社員社員・・・・職員職員職員職員ではではではでは代替代替代替代替のののの効効効効かないかないかないかない人物人物人物人物でででで、、、、原則原則原則原則、、、、代表者以外代表者以外代表者以外代表者以外のののの

者者者者」」」」と定義してあります。 

従業員規模が 101101101101 人人人人～～～～300300300300 人人人人のののの会社会社会社会社でででで「「「「平均平均平均平均 5.35.35.35.3 人人人人」」」」のキーパーソンがいるそうです。従業員規模 11111111 人人人人～～～～20202020

人人人人のののの会社会社会社会社でででで「「「「平均平均平均平均 2.02.02.02.0 人人人人」」」」、0000 人人人人～～～～10101010 人人人人のののの会社会社会社会社でででで「「「「平均平均平均平均 0.90.90.90.9 人人人人」」」」という統計となっています。 

キーパーソンの主な担当職務は「「「「営業営業営業営業」」」」とか「「「「経理経理経理経理・・・・財務財務財務財務」」」」が多いようです。キーパーソンがキーパーソンがキーパーソンがキーパーソンが 0000 人人人人のののの会社会社会社会社というのというのというのというの

もももも全体全体全体全体のののの 20202020％％％％程度程度程度程度あるようです。そういう場合には外部専門家等がキーパーソンとなるのではないでしょうか。「「「「経経経経

理理理理・・・・財務財務財務財務」」」」ならばならばならばならば「「「「税理士税理士税理士税理士」」」」でしょう。 

会社規模の拡大・経営効率の向上を目指すなら、やはりキーパーソンの存在は欠かせないでしょう。御社のキーパ

ーソンを発掘するための相談相手（＝キーパーソン）として我々が選ばれるように努力していきます。 

※ブログを更新中。弊社 HP に是非お立ち寄りください！ http://www.e3-partners.com/ 
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法人成法人成法人成法人成りりりり                 （桑原） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

        

中小企業地域資源活用促進法中小企業地域資源活用促進法中小企業地域資源活用促進法中小企業地域資源活用促進法をごをごをごをご存知存知存知存知ですかですかですかですか？？？？ （中小企業診断士 岡原） 

この時期になると来年に向けてそろそろ法人成りを検討されている個人事業者の方も多いと思います。実際、弊社で

も多くのお客様から法人成りの相談を受けていますが、皆様が一様に口にすることは、「会社にしたら税金が安くな

るの？」ということ。ある程度の所得があれば会社にしたほうが税金は安くなります。その仕組みを簡単に説明しま

すと、 

① 個人事業の場合  ② 法人成りした場合 

     

売上 １,０００万円  売上 １,０００万円 

経費 ５００万円  経費 ５００万円 

利益 ５００万円  役員報酬 ５００万円 

   利益 ０ 

① 個人の場合、この利益５００万円に所得税がかかります。 

② 法人成りした場合、法人の利益は０になり、赤字でも発生する均等割と呼ばれる一定額の法人住民税のみになり

ます。一方、個人の所得は社長のお給料である５００万円からサラリーマンの必要経費である給与所得控除額を差し

引いた金額に所得税が課されることになります。 

つまり、法人成りするだけで、給与所得控除分だけ税金が安くなることになります。 

（役員報酬が高額になると、この節税効果がなくなることがあります。詳しくは弊社にお問い合わせください） 

他にも、資本金が１０００万円未満の会社であれば消費税が２年間免税になりますし、損失の繰越が７年（個人は３

年）になりますし、親族に対する給与・退職金などの制限が緩和される等、たくさんのメリットがあります。 

もちろんデメリットもあります。赤字であっても最低７万～８万円の税金納付が必要（均等割）になりますし、法人

設立には３０万円程度の費用がかかるといったことがあります。 

法人成りすれば、税金面でどうなるのか悩んでおられる方がいらっしゃいましたら、弊社にご相談ください。今年の

所得を元にシュミレーションし、法人成りによる具体的な節税効果をご提示させていただきます。 

小泉改革以来、地域格差が広がっているということや地方の経済がまだまだ疲弊しているということが頻繁に言わ

れています。そのような中で経済産業省は 2007 年 2 月に「中小企業地域資源活用促進法」を通常国会に提出、新

法は 6 月に施行されました。 

この法律の概要を簡単に説明します。農林水産品、産地の技術、観光、伝統文化など全国の各地域には経済活性

化につながる多くの「宝の山」がたくさん眠っています。そのような地域の「強み」となる地域資源を掘り起こし、

磨いていくような中小企業の先進的な取り組みをバックアップする制度です。JAPAN ブランドとか地域ブランド

といったキーワードで、地域の資源を有効活用し、それを海外まで視野に入れながら市場化していくという取り組

みも該当します。 

 具体的なバックアップの内容は、補助金・マーケティング等の専門家の活用・融資・設備投資減税など最近の中

小企業を支援する施策の中では、かなり力の入ったものになっているという印象を受けます。 

 京都では、この制度ができる前からのようですが、木津川市和束町の地域資源である「茶」をフランスなどのヨ

ーロッパ諸国に輸出しようという動きが盛んに行われています。フランスにおいて、ある有名（日本でもかなり有

名）な紅茶メーカーから絶賛されたと聞いています。そのこともあってか、日本では宇治茶が一般的に有名ですが、

その中でも和束茶は最高級品とされていて、一番高い茶になっています。 

 そのような取り組みを通じて、中小企業と地域経済の活性化を行おうという制度のようです。もし、活用できそ

うなことがあれば、是非チャレンジしてみましょう！ 

http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/about/pdf/12chiiki.pdf （参考） 

 


